
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則をここに公布する。

平成21年７月10日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第28号

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

（趣旨）

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和37年鳥取県条例第51号。以下「条例」という。）第23条の規定によ

り人事委員会が処理する退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議（以下「調査審議」という。）に関する

手続に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

（会議等の公開）

第２条 調査審議に係る人事委員会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、人

事委員会が必要と認めるときは、公開することができる。

（委員の除斥）

第３条 次の各号のいずれかに該当する委員は、当該事案に係る調査審議に関与することができない。

(１) 条例第19条第４項、第20条第５項、第21条第３項又は第22条第８項において準用する鳥取県行政手続条

例（平成６年鳥取県条例第34号。以下この条において「準用行政手続条例」という。）第15条第１項の規定

による通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。）

(２) 準用行政手続条例第17条第２項又は第９条第２項に規定する参加人

(３) 前２号に規定する者の配偶者、４親等内の親族又は同居の親族

(４) 第１号又は第２号に規定する者の代理人又は準用行政手続条例第20条第３項若しくは第14条第３項に規

定する補佐人

(５) 前各号に規定する者であったことのある者

(６) 第１号又は第２号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(７) 第２号に規定する者以外の者であって条例に照らし条例第19条第２項、第21条第１項又は第22条第１項

から第５項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められる者

（口頭で意見を述べる意思の有無の確認）

第４条 人事委員会は、条例第19条第２項、第21条第１項又は第22条第１項から第５項までの規定による処分に

ついて諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者（以下「当事者」という。）に対し、条例第23条第３項

に規定する申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。

２ 人事委員会は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、当事者は、意見陳述の機会の期日

への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物（以下「陳述書等」という。）を提出することができるこ

とを教示しなければならない。

（意見陳述の機会の付与）

第５条 前条第１項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から口頭で意見を述べる又は陳述書等を提出

する旨の申立てがあった場合には、次条から第20条までの規定により当事者に意見陳述の機会を与えるものと

する。

（意見陳述の機会の通知の方式）

第６条 人事委員会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会の期日までに相当な期間をおい

て、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(１) 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項

(２) 処分の原因となる事実

(３) 意見陳述の機会の期日及び場所

(４) 意見陳述に関する事務を所掌する人事委員会の組織の名称及び所在地



２ 前項の書面においては、意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証

拠書類等」という。）を提出し、又は意見陳述の機会の期日への出頭に代えて陳述書等を提出することができ

ることを教示するものとする。

３ 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合においては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、同

項第３号及び第４号に掲げる事項並びに人事委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者

に交付する旨を人事委員会の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において

は、掲示を始めた日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

（意見陳述の機会の期日等の変更）

第７条 人事委員会が前条第１項の通知をした場合（同条第３項の規定により通知をした場合を含む。）におい

て、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、人事委員会に対し、意見陳述の機会の期日又は場所の変更

を申し出ることができる。

２ 人事委員会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができ

る。

３ 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当

事者、第９条第２項に規定する参加人（その時までに同条第１項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けてい

る者に限る。）及び第11条に規定する参考人に通知しなければならない。

（代理人）

第８条 第６条第１項の通知を受けた当事者（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされ

る者を含む。）は、代理人を選任することができる。

２ 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

３ 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

４ 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を人事委員会に届け出な

ければならない。

（参加人）

第９条 第12条の規定により意見陳述の機会を主宰する者（以下「主宰者」という。）は、必要があると認める

ときは、当事者以外の者であって当該処分の根拠となる条例に照らし当該処分につき利害関係を有するものと

認められる者（以下「関係人」という。）に対し、当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを求め、

又は当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを許可することができる。

２ 前項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者（以下「参加人」という。）は、代理人を

選任することができる。

３ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第２項及び

第４項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

（関係人の参加許可の手続）

第10条 前条第１項の規定による許可の申請については、同項に規定する関係人は、意見陳述の機会の期日の５

日前までに、その氏名、住所及び意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書

面を同項に規定する主宰者に提出してこれを行うものとする。

２ 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

（参考人）

第11条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人（以下単に「参考人」とい

う。）に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。

（意見陳述の機会の主宰）

第12条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する職員が主宰する。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することができない。

(１) 当該意見陳述の機会の当事者又は参加人

(２) 前号に規定する者の配偶者、４親等内の親族又は同居の親族



(３) 第１号に規定する者の代理人又は第14条第３項に規定する補佐人

(４) 前３号に規定する者であったことのある者

(５) 第１号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(６) 参加人以外の関係人

（主宰者の指名の手続）

第13条 主宰者の指名は、人事委員会が第６条第１項の通知をする時までに行うものとする。

２ 主宰者が前条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が意見陳述の機会を行うことがで

きなくなったときは、人事委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

（意見陳述の機会の期日における審理の方式）

第14条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、人事委員会の職員に、予定される処分の内容

及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させな

ければならない。

２ 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主

宰者の許可を得て人事委員会の職員に対し質問を発することができる。

３ 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

４ 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を

発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は人事委員会の職員に対し説明を求めることができ

る。

５ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行

うことができる。

６ 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しな

い。

（補佐人の出頭許可の手続）

第15条 前条第３項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日の５日前

までに、当該許可に係る補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を

主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、第19条第２項の規定により通知された意見陳述の機会の期

日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限り

でない。

２ 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならな

い。

３ 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

（意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持）

第16条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整

理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を維持するため、意見陳述の機会の審

理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

（意見陳述の機会の期日における審理の公開）

第17条 人事委員会は、第14条第６項の規定により意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたと

きは、意見陳述の機会の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、人事委員会は、当事者、参

加人（その時までに第９条第１項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人に対

し、速やかに、その旨を通知するものとする。

（陳述書等の提出）

第18条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日

までに陳述書等を提出することができる。

２ 前項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見陳述の機会の件名及び当該意見陳述の機



会に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

３ 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、第１項の陳述書等を示すことが

できる。

（続行期日の指定）

第19条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認

めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

２ 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機会の期日及び場所を書

面により通知するものとする。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該

意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。

３ 第６条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知

の方法について準用する。この場合において、同条第３項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、

「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と読み替えるものとす

る。

（当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結）

第20条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第18

条第１項に規定する陳述書等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出

頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、

意見陳述の機会を終結することができる。

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、

第18条第１項に規定する陳述書等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が

相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書等の提出を求め、当該期限が到

来したときに意見陳述の機会を終結することとすることができる。

（雑則）

第21条 この規則に定めるもののほか、調査審議に関する手続その他運営に必要な事項は、人事委員会が定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（鳥取県人事委員会事務局組織規則の一部改正）

２ 鳥取県人事委員会事務局組織規則（昭和40年鳥取県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この項において「移動号」という。）に対応する

同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この項において「移動後号」という。）が存在する場

合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号を

加える。

改 正 後 改 正 前

（課の分掌事務） （課の分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

任用課 任用課

(１)～(13) 略 (１)～(13) 略

(14) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査及び

審議に関すること。

(15) 略 (14) 略



(16) 略 (15) 略

(17) 略 (16) 略

給与課 略 給与課 略

（人事委員会の事務局長に対する事務委任規則の一部改正）

３ 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第19号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この項において「移動号」という。）に対応する

同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この項において「移動後号」という。）が存在する場

合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号を

加える。

改 正 後 改 正 前

（委任） （委任）

第２条 人事委員会は、次に掲げる事項を除き、その 第２条 人事委員会は、次に掲げる事項を除き、その

権限に属する事務を事務局長に委任する。 権限に属する事務を事務局長に委任する。

(１)～(12) 略 (１)～(12) 略

(13) 職員の退職手当に関する条例（昭和37年鳥取

県条例第51号）第23条第１項の規定により退職手

当管理機関の諮問に応じ、退職手当の支給制限等

の処分について調査審議を行い、意見を述べるこ

と。

(14) 略 (13) 略

(15) 略 (14) 略

(16) 略 (15) 略

(17) 略 (16) 略

(18) 略 (17) 略

(19) 略 (18) 略

(20) 略 (19) 略

(21) 略 (20) 略

(22) 略 (21) 略

(23) 略 (22) 略

(24) 略 (23) 略

(25) 略 (24) 略

(26) 略 (25) 略

(27) 略 (26) 略

(28) 略 (27) 略

(29) 略 (28) 略

(30) 略 (29) 略

(31) 略 (30) 略

(32) 略 (31) 略

(33) 略 (32) 略

(34) 略 (33) 略



(35) 略 (34) 略

(36) 略 (35) 略

(37) 略 (36) 略

(38) 略 (37) 略

(39) 略 (38) 略

（人事委員会の事務の専決及び代決規則の一部改正）

４ 人事委員会の事務の専決及び代決規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第20号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この項において「移動別表細

目」という。）に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この項

において「移動後別表細目」という。）が存在する場合には、当該移動別表細目を当該移動後別表細目とし、

移動後別表細目に対応する移動別表細目が存在しない場合には、当該移動後別表細目を加える。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務局長専決事項 次長 課長 事務局長専決事項 次長 課長

専決 専決 専決 専決

事項 事項 事項 事項

１～５ 略 略 １～５ 略 略

６ 退職手当の支給制限等の処分に係

る調査審議に関する規則（平成21年

鳥取県人事委員会規則第28号）第４

条の規定による口頭で意見を述べる

意思の有無の確認

７ 職員の退職手当に関する条例（昭

和37年鳥取県条例第51号。以下「退

職手当条例」という。）第23条第４

項の規定による書面又は資料の提出

の要求、陳述又は鑑定の要求その他

必要な調査の実施

８ 退職手当条例第23条第５項の規定

による資料の提出、意見の開陳その

他必要な協力の要求

９ 略 ６ 略

10 略 ７ 略

11 略 ８ 略

12 略 ９ 略

13 略 10 略

14 略 11 略

15 略 12 略

16 略 13 略


